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水循環基本法の一部改正について 

 

 

１．改正の趣旨及び概要 

・地下水は、身近な水源として多様な用途に利用され、広く地域の社会や文化と関わ

っているところ、その過剰摂取による地盤沈下をはじめとする障害は、その回復に

極めて長期間を要する。また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動等

の実態が不明な地域が多い。 

・平成 26 年には、健全な水循環の維持回復を目的として水循環基本法が制定され、

地下水として循環することが水循環に含まれると明示されたが、同法の責務に関す

る規定や基本的施策に関する規定においては、地下水について特段明示されなかっ

た。 

・一方、法施行後に行われてきた地方公共団体へのヒアリングの結果などによれば、 

① 新たに地下水採取制限の条例を設けようとする地方公共団体にとっては、地下

水はその挙動が明らかでない場合が多いため、その挙動の解明や水収支等の調査

を行う必要があること、 

② 地下水は、地方自治体の境界を越えて流動するものであり、地下水に対する取

組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等からなる協議の場が必要で

あること、 

などの課題に対応するため、地下水に関する健全な水循環の維持回復のためには、

国及び地方公共団体において地下水マネジメントの取組を一層推進していていくべ

きことが明確になった。 

・このようなことから、今般、関係者の責務に関する規定の整備を行った上で、水循

環基本法の基本的施策として地下水の適正な保全及び利用に関する規定を追加する

ものである。 

 

２．改正のポイント 

① 責務に関する規定の整備 

国及び地方公共団体の責務において、水循環に関する施策に「地下水の適正な保

全及び利用に関する施策」が含まれることを明らかにするとともに、事業者及び国

民の責務に当該施策への協力が含まれることを明らかにすること。 

② 地下水の適正な保全及び利用に関する規定の追加 

基本的施策に、地下水マネジメント（地下水に関する課題についての共通認識の

醸成や、地下水の利用や挙動等の実態把握とその分析、可視化、水量と水質の保

全、涵養、採取等に関する地域における合意やその内容を実施するマネジメント）

の考え方を参考に、必要な措置を講ずべき旨の努力義務の規定を追加すること。 
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